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1.まえがき 

1.1 会社概要 

① 会 社 名 株式会社ヨシダヤ 

② 所 在 地 滋賀県高島市今津町今津１５９６番地１ 

③ 事 業 内 容 ＯＡ機器販売・事務機販売・文具販売・水の販売 

環境商材の販売 

④ 代表取締役 吉田近博 

⑤ 資 本 金 3,400 万 

⑥ 従 業 員 数 12 名 

⑦ 敷 地 面 積 758.92 ㎡ 

⑧ 延 床 面 積 863.52 ㎡ 

 

沿革 

1952 年 吉田印刷と称し安曇川町常盤木 1084 にて開業 

1954 年 吉田印刷今津出張所を今津町 215 にて文具部（角店）開設 

1959 年 文具部（角店）新築 

1964 年 印刷工場を今津町今津 1596-1 に移転新築 

1970 年 今津町今津 1956-3 に本社ビル新築 株式会社に改称 

1977 年 文具部（角店）新築 

1982 年 本社倉庫新築、創業３０周年挙行 

1985 年 堅田支店開設 

1986 年 資本金増額（1500 万） 

1990 年 堅田支店新築 

1991 年 上中町に若狭支店開設 

1993 年 創業４０周年挙行 

1995 年 吉田近博が社長就任 

1995 年 吉田近経（創業者）死去 

1995 年 今津ショッピングセンターにパソコンショップテイスト開設 

2001 年 有限会社ヨシダヤ京都を京都支店とする 

2002 年 パソコンショップテイストを本社に併合 

2004 年 ＫＥＳステップ１登録 

2005 年 文具部（角店）を本社に併合 

2007 年 印刷工場を閉鎖 

2007 年 大津支店移転 

2009 年 大津支店を閉鎖し本社に併合 

2015 年 ＫＥＳステップ２登録 

2019 年 草津支店開設 

2022 年 草津支店を「大津サテライトオフィス」に名称変更し大津市に移転 



1.2 環境マネジメントマニュアルの管理 

環境マネジメントマニュアル（以下「当マニュアル」という）の制定・発行・維持・

管理について次に定める。 

① 制定、改訂及び廃止の起案→環境管理責任者 

② 制定、改訂及び廃止の審議→環境委員会 

③ 制定、改訂及び廃止の承認→最高責任者 

④ 見直し（年１回以上）→環境管理責任者 

⑤ 登録、配付、改訂、廃止及び撤去の業務→環境管理責任者 

⑥ 原本保管→環境管理責任者 

 

2.制定の目的 

(1) 株式会社ヨシダヤ（以下「当社」という）が構築するＫＥＳ・環境マネジメントシ

ステム・スタンダード（以下「ＫＥＳ」という）のステップ２の要求事項に適合す

る環境マネジメントシステムを包括的に記述する文書とする。 

(2) 社内の環境マネジメントシステム推進のための指示・説明及び教育資料とする。 

(3) 審査登録機関への提出・説明資料とする。 

 

3.ＫＥＳ・環境マネジメントシステム要求事項 

当社は、次に示す適用範囲の、活動・製品及びサービスが環境に及ぼす影響を確認し環境

宣言及び環境影響評価結果（著しい環境影響項目）に基づき環境改善目標を設定しＫＥＳ

のステップ２に適合する環境マネジメントシステムを構築し活動する。 

 

3.1 適用範囲 

当社のＯＡ機器販売・事務機販売・文具販売・水の販売・環境商材の販売に係わる、す

べての活動・製品及びサービスに適用する。 

当社の敷地内に常駐する委託業者には適用しないが、当社に常駐している委託業者の社

員には当社の従業員に準じた環境教育・周知・活動を実行要請する。（但し、現在は常

駐する委託業者は存在しない。） 

 

3.2 環境宣言 

最高責任者は、当社の活動・製品及びサービスが環境に及ぼす影響に関し、継続的な環

境マネジメント活動を行うため、環境宣言を制定する。 

① 環境宣言は、「株式会社ヨシダヤ 環境宣言」として制定し、実行・管理する。 

また定期的に見直しを行い、必要に応じて改訂を行う。 

② 環境宣言を当社の全従業員に周知するために、環境宣言を職場内に掲示する。 

③ 外部の利害関係者から環境宣言の入手要求が発生した場合は、速やかに公開する。 

当社の環境宣言は、次に記述する。 

 



環 境 宣 言 

基本理念 

SDGｓのゴールの年まであと９年となりました。当初ＫＥＳを取り組み始めた頃は「環境問

題への取り組みを我が社でも」ということでスタートしましたが、今は SDGｓのゴールを達

成するために我が社では何ができるかという事に軸足をおかなければなりません。SDGｓは全

世界全人類が同時並行で取り組んでこそはじめてその役割を発揮します。国別、地域別、企

業（組織）別でやることが違って当然であり目標とする１７の項目を各々が全てを行う必要

はないと考えます。大切な事は１７の目標が設定された背景とプロセスを理解した上で、自

分達でできる事を確実に行うことです。人類全ての人がこの気づきをもって取り組まないと

やがて地球の管理者としての立場を追われることになるかもしれません。我々がＫＥＳにお

いて取り組むべき事は、もちろん環境改善へのアプローチであることに違いはありません。

ただ理念は環境改善のみならず SDGｓを全社で取り組む中でのＫＥＳの取り組みとするとい

う位置づけになります。あと９年は決して長い年月ではありません。我々の日々行う活動が

全てのステークホルダーにとって有益な活動でありひいては社会貢献になる事を望んでいま

す。 

 

方  針 

株式会社ヨシダヤは、ＯＡ機器販売・事務機販売・文具販売・水の販売・環境商材の販売

に係わる全ての企業活動において SDGｓが唱える理念の基、環境影響を改善するために次の

方針に基づき環境マネジメント活動を推進して地球環境との調和と環境保護を目指します。 

 

１.当社の活動・製品及びサービスに係わる環境影響を常に認識し、環境汚染の予防と環境保

護を推進するとともに、環境マネジメント活動の継続的改善を図ります。なお環境保護に

は持続可能な資源の利用、気候変動の緩和及び気候変動への適応、並びに生物多様性及び

生態系の保護などを含みます。 

 

２.当社の活動・製品及びサービスに係わる環境関連の法的及びその他の要求事項を順守しま

す。 

 

３.当社の活動・製品及びサービスに係わる環境影響のうち、以下の項目を環境管理重点テー

マとして取り組みます。 

 

 

 

 

 



①ＫＥＳの取り組みは経営向上全般の取り組みの一部にならないと意味がありません。前回

に引き続き販売を促進し販売向上と同時に環境にできるだけ負荷のかからないものを提供す

ることに取り組んでいきます。  

SDGｓ ＮＯ ７、１２、１７   

 

②前回に引き続き社用車の更なる省エネルギー活動に取り組みます。ただし前回と同じ事を

おこなっていては進歩がありません。今回燃費向上はもとより、距離的な事も見据えていか

に効率の図れる活動が普段からできていることが反映できる付加した取り組みを行います。 

SDGｓ ＮＯ 7、１２       

 

③今回これが新たな取り組みとなります。労働生産性をあげることをテーマに取り組みをお

こないます。これは働き方改革を推進することであり同時に少ない時間でいかに効率よく仕

事を行うか（利益創出）ということであり単なる時短を実行するものではありません。意識

をもって業務改善をはかり数値目標に反映させた取り組みを行います。 

SDGｓ ＮＯ ８            

 

④引き続き周辺清掃活動に取り組みます。清掃活動は会社周辺の地域がきれいになることは 

もちろん、ゴミを拾う者がその行為を通じて心もきれいになり自己が磨かれて行きます。 

SDGs ＮＯ １１、１７       

 

⑤引き続き緑化活動に取り組みます。緑（草花）は我々人間の目を潤してくれます。そして

緑（草花）が集団になれば CO2 削減にも繋がります。小さなことから初めて緑を大切にする

ことにより社員の心の豊かさも更に育まれればいいと考えています。 

SDGｓ ＮＯ １１、１３        

 

４．ひとりひとりが環境負荷低減活動を積極的に実践できるように、 この環境宣言を全従業

員に周知するとともに、 一般の人々が入手できるようにします。 

 

５．地元の地域・行政・各種団体の環境改善活動に積極的に参加します。 

 

上記の方針達成のために、目標を設定し、定期的に見直し環境マネジメント活動の継続的な

改善に取り組み、汚染の予防を図ります。 

 

２０２１年５月１日制定 

２０２３年５月１日改訂 

株式会社ヨシダヤ 

代表取締役 吉田近博 



3.3 計画 

3.3.1 環境影響項目 

当社の活動・製品及びサービスの環境影響項目のうち、環境に著しい影響を及ぼすと

考えられるもの又はその可能性のある項目を特定するため、環境影響評価を行い特定

された著しい環境影響項目は環境改善目標の設定時に確実に考慮することにより継続

的改善に結びつける。この環境影響評価の手順を 3.3.1 項で定める。 

環境影響評価は、定期的に年 1 回（２月）実行するとともに、販売方法、取扱い製品

の変更やサービス内容の変更など、評価対象の環境影響項目に変更がある場合に、定

期評価と同一手順で臨時的に行うことにより「著しい環境影響項目」を最新の状態で

維持できるようにする。評価結果は記録として保管する。 

(1) 環境影響評価の実行 

① 環境影響項目の調査 

当社の活動・製品及びサービスにおける環境影響項目を調査する。 

② 環境影響の評価 

環境影響を発生させる項目について、通常時の状態において、「ＫＥＳ環境影響

評価プログラム（簡易影響評価法）」により評価を実行する。 

(2) 著しい環境影響項目及び重要環境活動項目の特定 

環境影響評価を実行した結果、特定した著しい環境影響項目及び重要環境活動

項目を定め、【表―1】に示す。 

 

【表―１】「著しい環境影響項目及び重要環境活動項目」 

工  程 
著しい環境影響項目及び 

重要環境活動項目 
主な設備・装置・物質等 

ＩＮＰＵＴ 電気 冷暖房機器、照明、機械設備 

紙 事務用紙、事務用封筒 

自動車燃料 自動車、安全管理 

ＯＵＴＰＵＴ 一般廃棄物 段ボール、廃棄カタログ、ﾐｽﾌﾟﾘﾝﾄ 

排気ガス、騒音 自動車 

通信 メール、ＦＡＸ、電話 

販売促進 エコ商品の販売 環境商材 

販売促進活動 チラシ、カタログ 

啓発活動 環境整備活動 事業所周辺 

緑化運動 職場の緑化活動 プランター植栽 

環境教育 エコドライブ教育、車両管理 自動車、ＳＤＧs 

業務効率化 労働生産性向上 ノー残業デー 

 



3.3.2 法的及びその他の要求事項 

当社の活動・製品及びサービスに適用される環境に関する法的及びその他の要求事項

の内容を特定し、環境影響項目特定の判断基準にも使用する。特定の手続き及びそれ

を参照する手順をこの 3.3.2 項に示す。 

(1) 法的及びその他の要求事項の調査 

環境管理責任者は、当社の活動・製品及びサービスにおける環境影響項目に適

用を受ける法的及びその他の要求事項とその具体的な要求事項を調査し当社

のどのような環境影響項目に適用されているかの関連も明確にする。当社の

「法的及びその他の要求事項の概要」を【表―２】に示す。 

(2) 維持管理 

特定された「法的及びその他の要求事項の概要」は、定期的に年 1 回(2 月)見

直すと共に、法規制等に変更が生じた時や当社の環境影響項目に変更が生じた

時などに見直しを行うことにより、最新の状態を維持する。 

(3) 周知 

特定された「法的及びその他の要求事項の概要」を関係者に広く周知するため、

作成・改訂の都度、全従業員に配付する。 

 

【表―２】法的及びその他の要求事項の概要 

区 分 名  称 要求事項 環境影響項目 管理部門 

廃 棄 物 廃棄物処理法 一般廃棄物の分別、保管等の適正な処置 一般廃棄物 

総務部 

フロン排出抑制法 委託確認書（又は回収依頼書） 

引取証明書の保存（3年） 

業務用エアコン検実施 

漏えい時、漏えい量の報告義務 

簡易点検の実施 

業務用ｴｱｺﾝ 

リ サ イ ク ル 改正リサイクル法 長期使用、再生資源、部品利用の努力義務 パソコン 

総務部 

家電リサイクル法 買替、廃棄等業者引渡し時のリサイクル料

の支払い 

エアコン、テ

レビ、冷蔵庫 

自動車リサイクル法 車検又は買替時リサイクル料の支払い 自動車 

小型家電リサイクル法 市町村の回収方法の順守 ﾊﾟｿｺﾝ周辺機

器、電話機、

複合印刷機等 

地方条例 滋賀県脱低炭素づくり

の推進に関する条例 
自動車等の駐車時のエンジン停止 自動車 全 社 

高島市未来へ誇れる環

境保全条例 

不法投棄の禁止、過剰チラシの抑制、エコ

ドライブ 

一般廃棄物、

販促チラシ、

自動車 

全 社 

高島市廃棄物の処理お

よび清掃に関する条例 

廃棄物の適正処理 

生活環境の保全・公衆衛生 

一般廃棄物 
全 社 



3.3.3 環境改善目標及び改善計画 

環境宣言を具体化し環境改善活動を継続的に向上させるために、環境改善目標を設定

し、環境改善計画書を作成する。この手順を 3.3.3 項に示す。 

(1) 環境改善目標 

① 環境改善目標の設定 

中長期の環境改善目標並びに単年度の環境改善目標は、環境管理責任者が

環境宣言と整合させ、可能な限り数値化し、数値化できない場合でも到達

点を明確にするとともに、次の事項を考慮したうえで立案し、環境委員会

で審議し成案とした後、最高責任者の決裁を得て設定する。作成した目標

は、環境管理責任者が実行責任者へ通知する。設定した環境改善目標は環

境管理責任者が管理する。 

a) 法的及びその他の要求事項の順守 

b) 環境に著しい影響を及ぼす項目 

c) 汚染の予防及び環境保護に関する約束 

環境保護には、持続可能な資源の利用、気候変動の緩和及び気候変動

への適応、並びに生物多様性及び生態系の保護などを含む 

d) 技術的、経済的制約にもとづく実現の可能性 

e) 利害関係者のニーズ及び期待 

f) 組織の経営課題や他の事業の進め方、活動、製品およびサービスの影

響が及ぶ範囲 

② 環境改善目標の概要 

設定した中長期の環境改善目標の概要を【表―３】に示す。 

 

【表―３】「環境改善目標の計画書」 

NO 区 分 
中長期環境改善目標 

（2021～2023 年度、基準年度比） 

基準年度 

実績 

担当 

部署 

(1)①の 

考慮事項 

1 
環境商材の販

売促進 
複合機の販売台数を 2020 年度比同率 

2020 年度実績 

62 件 
販売部 b・e・f 

2 省エネルギー 
走行距離1km当たりのCO2排出量を2021年度

比 1％削減する 単位/kg-CO2/km 

2021 年度実績 

0.128 
販売部 ｂ・ｃ 

3 労働生産性 
労働時間を 2021 年度実績 1カ月（1日平均）

１％削減する 

2021 年度実績 

57 時間 
販売部 a・e 

4 啓発活動 環境整備活動（1回／月）を実施する 
2020 年度実績 

12 回/年 
総務部 c・e 

5 緑化活動 
プランターを使用し春、秋に咲く植物を育て

る 

2020 年度 

2 回 
全社 ｃ 

環境改善目標の概要並びに単年度実績を（付表―１）に示す。 



③ 環境改善目標の見直し 

設定された環境改善目標は、以下の場合などに見直しを行い、必要に応じ

て改訂する。なお改訂は、初回作成時と同様の手順で行う。 

a) 環境宣言を改訂したとき 

b) 定期環境影響評価を実行したとき 

c) 臨時環境影響評価を実行したとき 

d) 「法的及びその他の要求事項」に変更があったとき 

 

(2) 環境改善計画 

当年度の環境改善目標を達成するために、環境改善計画（付表-1、付表-2）を

作成し管理する。なお作成する環境改善計画書には以下の内容を含む。 

a) 目標を達成するための実行責任者の明示 

b) 目標を達成するための具体的方策と日程を示す 

c) 目標に対する実績が確認できる 

① 環境改善計画の作成 

環境管理責任者は、環境改善計画を立案し、環境委員会で審議し成案とし

た後、最高責任者の決裁を得て設定し、全従業員へ通知する。設定した環

境改善計画は、環境管理責任者が管理する。 

② 環境改善計画書 

作成した環境改善計画は、「環境改善計画書兼進捗管理書総括表」 

（付表―２）に示す。 

個別の目標及び具体的施策は「環境改善進捗管理書」に示す。 

③ 見直し 

環境改善計画は、以下の事項が発生した場合に見直し、必要に応じて改訂・

再設定することにより、環境マネジメントシステムが確実に実行されるよ

うにする。 

a) 環境宣言を改訂したとき 

b) 定期環境影響項目の見直しを実行したとき 

c) 新規の事業やサービスなどにより当社の活動・製品及びサービスに

関する変更があった場合に行われる臨時環境影響評価を実行した

とき 

d) 環境改善目標を変更したとき 

e) 環境改善計画を実行する過程で不適合が発生し、目標の達成が困難

になったとき 

 

 

 

 



3.4 実行 

3.4.1 体制と責任 

最高責任者は、当社の環境マネジメント組織（役割、責任、権限）を明確にし、全従

業員に周知徹底することにより、効果的に環境マネジメントが行われるようにする。

当社の環境マネジメント組織及びそれぞれの役割・責任・権限は、【図―１】及び【表

―４】に示す。 

 

【図―１】環境マネジメント組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最高責任者 

環境委員会 

環境管理責任者 

自己評価チーム 

主任自己評価員（木原） 

自己評価員（山崎・山口） 

販売部 

 

総務部 



【表―４】役割・責任・権限 

組織 責任者 主な業務内容及び責任と権限 

全 社 

最高責任者 

① 当社の環境マネジメントの最高責任者 
② 環境管理責任者の任命及び環境マネジメント組織の明確化 
③ 環境宣言の制定、環境改善目標及び環境改善計画の承認 
④ 環境マネジメントシステムの見直し 
⑤ 「環境マネジメントマニュアル」の承認 
⑥ 環境マネジメントシステムの実行及び管理に必要な資源（人材・

特殊技能・技術・資金）投資への審議及び許可 
⑦ 主任自己評価員の任命 
⑧ 自己評価の指示及び年間計画の承認 
⑨ 最高責任者による評価の実行 
⑩ 緊急事態発生時の判断 

環境管理 

責 任 者 

① ＫＥＳステップ２の要求事項に適合した環境マネジメントシステ
ムの確立、実行、維持 

② 「環境マネジメントマニュアル」の起案、見直し及び「関連文書・
規定類」の承認 

③ 環境改善目標及び計画の立案と実行 
④ 環境改善計画の進捗状況の確認評価と修正の指示・管理 
⑤ 環境マネジメントシステム実績等の最高責任者への報告 
⑥ 環境マネジメントシステムのための資源、要員の提言 
⑦ 環境マネジメントシステムに関する問題の明確化と記録の総括 
⑧ 環境問題解決及び検証の総括 
⑨ 環境文書発行・管理の実務 
⑩ 環境影響項目管理の実務 
⑪ 環境関連法的及びその他の要求事項と具体的要求事項の調査及び

順守、届出の実務 
⑫ 環境情報の連絡 
⑬ 環境施設の管理 
⑭ 公害防止の管理（水質、大気、廃棄物等） 
⑮ 修正と予防処置管理 
⑯ 教育と訓練の計画と総括 
⑰ 廃棄物処理業者への関連手順、及び要求事項の伝達 

環 境 

委員会 
環境委員長 

① 委員長は最高責任者の任命による環境管理責任者が勤め、委員会
の構成は環境管理責任者及び全従業員とし、最高責任者は必要に
応じ参加する。開催は原則月１回とする。 

② 環境改善活動を推進するための全社の最高審議・決議機関 
③ 環境マネジメントマニュアル・規定類の審議 
④ 環境改善目標・環境改善計画書を審議し成案とする 
⑤ 環境改善計画の進捗の審議 
⑥ 環境影響項目の抽出 
⑦ 法的及びその他の要求事項の順守 
⑧ 環境関連文書・規定類の作成 
⑨ 教育と訓練の実行 
⑩ 環境情報の連絡 
⑪ 緊急事態発生時の対応と対策の実行 
⑫ 緊急事態体制の特定、訓練・見直し 

自己評価 

チーム 

主任自己 

評価員 

① 最高責任者の任命にもとづきチームを編成し自己評価を総括実行 
② 自己評価員の選任 
③ 自己評価結果を最高責任者に報告 
④ 選任した自己評価員と、自己評価を実行 
⑤ 自己評価員の養成研修の実行 

部 門 実行責任者 

① 環境改善目標の達成と進捗管理 
② 具体的方策の立案と実行状況の管理 
③ 環境改善計画の実行 
④ 環境改善計画の進捗確認と修正の実行 



3.4.2 教育と訓練 

すべての従業員に対して環境マネジメントに必要な知識・技術及び役割・責任・権限

を修得させるため、以下の事項の教育・訓練内容の計画を立案し実行する。特に著し

い環境影響項目における業務に係わる従業員に対しては適切な教育・訓練を実行する。

なお、「著しい環境影響項目に係わる業務」とは、環境影響評価の結果著しい環境影

響項目と判定し登録された環境影響項目に係わる作業を指す。 

その詳細は「環境教育訓練計画実行管理表」に記述する。 

① 環境宣言やＫＥＳ規定に定められた事項を守ることの重要性 

② 各人の作業活動が環境に著しい影響を与える項目、及び改善活動の成果が環境に

及ぼす好影響 

③ 緊急事態への準備と対応に対する各人の役割と責任 

④ 定められた手順を守らなかった時に予想される環境に及ぼす影響 

※なお「緊急時における著しい環境影響項目」に係わる業務に従事する従業員への

必要な教育・訓練は「3.4.7 項 緊急事態への準備と対応」に記述する 

 

(1) 教育・訓練の実行 

教育・訓練の種類・内容と対象者、その実行及び責任者については【表―５】に

示し、これに従い実行する。 

(2) 記録 

環境管理責任者は各環境教育訓練の記録（実行計画及び実行内容）を作成し、管

理する。 

 

 



【表―５】教育・訓練の種類と対象者及び実行部門 

教育・訓練の種類 教育内容 対象者 
実行部門 

及び責任者 

一

般

教

育 

環境に関する 

管理教育 

著しい環境影響を把握し、環境影響を

最小限に維持・管理及び改善するため

の管理教育を行う。当教育では下記事

項も含む。 

① 環境宣言及び環境マネジメントシス

テムの要求事項に適合することの重

要性 

② 従業員の業務活動が環境に及ぼす影

響及び改善による環境上の効果 

③ 環境宣言及び環境マネジメントシス

テムの要求事項を適合させるための

従業員の役割と責任 

④ 定められた手続きを守らなかった場

合に予想される好ましくない結果 

 全従業員 

 新入社員 

環境委員会 

又は 

環境管理

責任者 

専

門

教

育 

 新商品について勉強会を行う。  販売部員 販売部 

特

別

教

育 

最高責任者 

環境管理責任者 

自己評価員 

の教育 

各人の役割と責任に必要な知識と技

法のための教育を外部機関又は社内

での環境セミナーにより行う。 

 最高責任者 

 環境管理責任者 

 自己評価員 

環境管理

責任者 

社外研修 

 

 

 

 



3.4.3 情報の連絡 

環境影響項目及び環境マネジメントに関して得られる社内外からの情報や苦情を受

け入れ「環境情報リスト｣に記録し、環境宣言・環境改善目標及び環境影響項目特定

に反映させる。この手続きを 3.4.3 項に示す。 

(1) 内部の情報連絡 

① 内部における情報連絡の窓口部門を【表―６】の通り定め、関連部門への連

絡と処理を行う。回答の要・不要の判断と回答書作成・回答作成は窓口部門で

行う。 

 

【表―６】内部の環境情報伝達 

環境情報の種類・内容 窓 口 

仕入先からの情報（仕入先の環境対応状況等） 販売部・総務部 

当社従業員からの情報 環境委員会 

 

② 内部情報には以下に関する項目がある。 

a) 環境宣言、環境改善目標、環境改善計画等 

b) 環境影響評価結果「著しい環境影響項目」 

c) 最新の法的及びその他の要求事項 

d) 自己評価結果 

e) 最高責任者による評価結果 

f) 当社社員からの情報 

③ その他上司からの指示・他部門への要望・会議の内容等全体的な事項は、環

境委員会で環境管理責任者から連絡する。 

(2) 外部との情報連絡 

① 外部との情報連絡の窓口は原則として環境管理責任者とし、種類・内容によ

り関係部門で回答の要・不要の判断と回答書作成を行い環境管理責任者より情

報連絡を行う。基本的な連絡を【表―７】に示す。 

 

【表―７】外部の環境情報連絡の窓口と関連部門 

環境情報の種類・内容 関連部門 窓 口 

地域からの苦情及び情報 総務部 

環境管理 

責任者 

行政からの法令等の情報 総務部 

市場・得意先からの情報 販売部 

仕入先からの情報（商品に関わる環境情報等） 販売部・総務部 

② 当社の環境に著しい影響を及ぼす項目について外部(例えば公的機関）への

連絡は、環境管理責任者が行い、その結果を記録する。 

※緊急事態における官公庁・地域社会への通報・届出等の情報連絡については

「3.4.7 項 緊急事態への準備と対応」に従い対処する。 



3.4.4 文書 

環境マネジメントシステムの各要素及び各要素間の相互作用、また関連する規定類等

への道筋を、この「環境マネジメントマニュアル」に包括的に記述し、【図―２】に

その関連を示す。 

 

【図―２】環境マネジメントシステム文書の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

環境マネジメントマニュアル 

行動計画 

 環境宣言 

 環境改善目標 

 環境改善計画 

関連図表 

 環境マネジメント組

織図 

 環境影響評価リスト 

 環境関連法的及びそ

の他の要求事項適用

調査表、順守状況チ

ェックリスト 

管理手続き 

 規定・基準書 

 社内申合せ事項 

記  録 



3.4.5 文書の管理 

このマニュアルに規定する環境マネジメントシステムで要求される文書類を管理す

るために管理手順を定め、次の事項を確実に行う。この手順を 3.4.5 項に示す。 

① 発行責任者・発行日付を明らかにする。 

② 有効期限のあるものは明確にする。 

③ 定期的に見直し、最新の内容の物とする。 

④ 改廃の手続きを定め、古いものは撤去するか、誤使用しないようにする。 

⑤ 文書の制定、改廃時の起案、審議、承認は【表―８】の通りとする。 

⑥ 環境マネジメント文書管理は、電子形式又は紙文書にて行う。 

 

【表―８】制定、改廃時の起案、審議、承認 

分 類 起 案 審 議 承 認 

環境マネジメントマニュアル 環境管理責任者 環境委員会 最高責任者 

主要な全社規定類等 各部 環境委員会 環境管理責任者 

 

(1) 文書の発行・配付 

① 必要な文書の最新版が利用できるようにする。 

② 法規制上及び業務上の知見として保存維持が必要と判断された旧廃文書は、当該規

定類起案部がその旨を記載し、誤用を防げるようにして電子形式で保存する。 

(2) 文書の見直し・改訂 

① 文書は定期的に年 1 回（５月）、及び必要性が生じた場合に見直しを行い、改訂する。

手順については、新規制定と同様【表―８】による。 

② 文書の改訂内容は、規定類末尾の「改訂履歴表」に記載し、容易にわかるようにす

る。 

 

3.4.6 活動 

環境宣言、環境改善目標や法的及びその他の要求事項の対象として管理すべき業務を

特定し、以下の運用基準により遂行する。これにより環境宣言、環境改善目標、法的

及びその他の要求事項からの逸脱を防止する。 

① 環境管理責任者は、環境宣言、環境改善目標の達成、法的及びその他の要求事項

の順守のため各部門に計画を実行させるため総括管理を行う。 

② 各部門は環境宣言、環境改善目標の達成、法的及びその他の要求事項の順守のた

め活動を行う。【表―９】に管理すべき業務及び担当部門の概要を示す。 

③ 構内常駐の社外業者がある時は活動の伝達を行う。（現在は該当なし） 

 

 

 

 



【表―９】運用管理業務、実行部門及び管理内容の概要 

 No 運用管理業務 実行部門 管理内容 

環
境
法
規
制
関
連 

1 廃棄物処理法管理 総務部 一般廃棄物の分別、保管、廃棄の管理 

2 フロン排出抑制法 総務部 

業務用エアコンの買換、廃棄時の管理 

業務用エアコンの定期点検 

漏えい時の漏えい量報告 

簡易点検の実施 

3 リサイクル法類管理 総務部 
買換、廃棄時の管理、使用済小型家電廃

棄時の管理 

4 地方条例類管理 全 社 

アイドリング状況の管理 

一般廃棄物の分別、保管、廃棄の管理 

自社作成販促チラシの管理 

改
善
目
標
関
連 

5 環境商材の販売促進管理 販売部 複合機の成約件数の管理 

6 省エネルギー管理 販売部 社用車走行距離と使用燃料の管理 

7 労働生産性向上 販売部 実労働時間の管理 

8 啓発活動管理 総務部 環境整備活動の実施状況 

9 緑化活動管理 全 社 プランターの管理 

 

3.4.7 緊急事態への準備と対応 

事故及び緊急事態の可能性を明確にし、それらに対処し、かつ、それらに伴う環境へ

の影響を予防し、緩和するための手順を制定し、管理する。この手順をこの 3.4.7 項

に示す。 

(1) 事故・緊急時の環境影響の明確化 

事故及び緊急時の環境に著しい影響を及ぼす可能性のある施設を【表―１０】に

想定する。 

【表―１０】緊急事態の想定表 

No 施設名 想定される環境影響 防御策 内容物 

1 社 屋 火災発生・自然災害 消火器設置、家具固定 事務所、倉庫 

２ 社用車 交通事故・自然災害 エコドライブ教育 自動車 

(2) 緊急事態発生時の対応手順 

緊急事態発生時の対応手順については、緊急事態対応訓練マニュアル（2023 年 5

月 1 日改訂版）に従う。 

(3) 定期的なテスト及び教育・訓練の実行 

事故及び緊急事態の事前・事後の対処に関しては、定期的に実行可能な範囲でテ

ストし、対応に関する教育・訓練を実行すると共に記録を保管する。 

(4) 緊急事態発生後の対応 

実際の緊急事態発生やテストの後、対策が効果的であるか否かを確認し、必要が

あれば改善する。 



3.5 点検 

3.5.1 確認 

環境マネジメント活動の有効性を保証するために、著しい環境影響がある運用管理業

務や活動の主要な特性を確認する手順を制定し、管理する。この手順を 3.5.1 項に示

す。 

(1) 確認と測定 

環境マネジメント活動のための必要な特性の確認と測定を行い、要求事項の適合

性を実証するための手順及び結果の記録を作成し、管理する。確認と測定すべき

事項は【表―１１】に示す。 

(2) 確認と測定の記録 

確認と測定の記録は、それぞれの責任者が作成する。記録の保管は、「3.5.4 項 

記録」による。 

(3) 確認と測定の判定 

確認と測定の判定は、法規制に適合していることを環境委員会が行い、適合とな

った環境記録に対し、環境管理責任者が承認する。また、環境改善計画について

は、月次で作成する「環境改善計画書兼進捗管理書総括表」において適合性評価

基準により環境管理責任者が適合性を検証し、評価し、記録する。 

(4) 測定器の管理・校正 

確認・測定の対象となる計測器を「環境計測機一覧表」にまとめ、校正を行う。

なお、その際のプロセスの記録については、「3.5.4 項 記録」にもとづき管理

する。（但し現状の活動では計測器は使用しない為、管理・校正は必要としない。） 



3.5.2 順守評価 

適用を受ける法的及びその他の要求事項への順守状況を定期的に評価するために、年

１回（２月）業務点検を実行し、「法的及びその他の要求事項の順守状況チェック表」

に記載し、記録する。 

 【表―１１】運用管理業務の確認と測定項目 

 

3.5.3 修正と予防 

環境マネジメントシステムの不適合、環境改善計画に係わる不適合及び法規制に係わ

る不適合の取り扱い・調査並びに不適合に起因する影響の緩和処置とその修正処置及

び予防処置の始動と完遂に関する責任と権限を 3.5.3 項に定める。 

不適合発生後、もしくは不適合の発生を予測した場合の修正・予防処置は以下により

行う。 

(1) 不適合の修正及び予防処置 

a) 当該実行責任者は、実際に起きた不適合、または予想される不適合の原因を

取り除くために、問題の重大さや環境影響に見合った修正・予防処置計画を

策定し、環境委員会の承認後これを実行する。 

b) 当該実行責任者は、修正・予防処置完了後に有効性・順法性を確認し、「不

適合事項修正処置報告書」もしくは「不適合事項予防処置報告書」を作成す

る。この「不適合事項修正処置報告書」または「不適合事項予防処置報告書」

は、環境管理責任者が承認後、環境記録として保管する。 

 

 No 運用管理業務 確認と測定項目 頻度 

環
境
法
規
制
関
連 

1 廃棄物対策 一般廃棄物処理実績 1 回/年 

2 フロン排出抑制法 

回収料金の支払、委託確認書、引取証明書の保管、

業務用エアコン点検記録、漏えい量の確認、簡易

点検の結果 

随時 

3 リサイクル法類対策 
テレビ、エアコン、冷蔵庫、パソコン、自動車の

リサイクル料の支払い、使用済小型家電の処理 
随時 

4 地方条例類対策 

一般廃棄物処理実績 1 回/年 

自社作成販促チラシの廃棄枚数の管理 1 回/月 

車両管理 1 回/月 

改
善
目
標
関
連 

5 複合機の成約件数の向上 成約件数実績 １回/月 

6 省エネルギー管理 走行距離実績、燃料使用実績 １回/週 

7 労働生産性向上 実労働時間の管理 １回/月 

8 啓発活動管理 環境整備活動実行実績 １回/月 

9 緑化活動管理 プランターの管理 随時 



① 環境マネジメントシステム上の不適合及び法規制等に係わる不適合 

審査機関による審査、最高責任者による評価及び適用を受ける法的及びその他

の要求事項の順守評価等により不適合が発生した場合、すみやかに修正処置を

講ずる。 

② 環境改善計画に係わる不適合 

環境改善計画の進捗状況において、期間の実績値が期間の目標値の 90％を満

足しない場合は「不適合」とし、すみやかに原因を調査し、修正処置を講ずる。

90％以上 100％未満の「やや不足」が２ヶ月連続した場合は、予防処置を講ず

る。 

③ 自己評価に係わる不適合 

3.5.5 項に定める「自己評価」による。 

(2) 記録 

修正・予防処置により、環境マネジメントシステムに変更が生じた場合は、環境

マネジメントマニュアル及び関連文書を改訂するとともに、その変更事項はすべ

て実行し、記録する。 

 

 

 



3.5.4 記録 

環境マネジメントシステムの運用により発生する記録の項目を明確にし、保持し、処

分する手順を制定し、管理する。管理されたこれら環境記録は、当社の環境マネジメ

ントシステムがＫＥＳのステップ２の要求事項に適合していることを示す。この具体

的な手続きを 3.5.4 項に示す。 

(1) 環境記録 

環境記録は保管期間及び保管部門を明確にし、【表―１２】に示す通りとする。 

（但し現状の活動では計測器は使用しない為記録は存在しない。） 

 

【表―１２】環境記録 

環境記録 保管期間 保管部門 

① 著しい環境影響項目の記録 5 年 環境管理責任者 

② 法的及びその他の要求事項を順守していることを

示す記録 
5 年 環境管理責任者 

③ 環境改善目標の概要並びに単年度実績 

環境改善計画書兼進捗管理書総括表 

環境改善進捗管理書（5 枚） 

5 年 環境管理責任者 

④ 環境教育訓練の記録 5 年 環境管理責任者 

⑤ 環境情報の記録 5 年 環境管理責任者 

⑥ 緊急事態への準備と対応に関する記録 5 年 環境管理責任者 

⑦ 計測器の精度維持の記録 5 年 環境管理責任者 

⑧ 不適合、予防の処置記録 5 年 環境管理責任者 

⑨ マニュアル等の変更記録 5 年 環境管理責任者 

⑩ 自己評価の記録 5 年 環境管理責任者 

⑪ 最高責任者による評価の記録 5 年 環境管理責任者 

⑫ 環境議事録 5 年 環境管理責任者 

 

(2) 保管・処分 

① 環境記録は、容易に検索できるようファイリング（電子形式・紙文書）を行い損

傷、劣化及び紛失を防ぐよう管理する。 

② 原本保管期間を超えた記録は、廃棄する。 



3.5.5 自己評価 

当社の環境マネジメントシステムが、ＫＥＳのステップ２の要求事項を含めて、環境

マネジメントのために計画された内容に合致しているか、また当該事項が適切に実行

され、管理されているかを検証するため、自己評価を定期的に実行するプログラム及

び手順を制定し管理する。この具体的な手順を 3.5.5 項に示す。 

(1) 自己評価を行う範囲 

当社のＯＡ機器販売・事務機販売・文具販売・水の販売・環境商材の販売に係わ

る、すべての活動・製品及びサービス。 

(2) 自己評価の頻度 

定期評価：年１回（１月）、全社を対象に行う。 

臨時評価：前回評価結果や環境に係わる活動の変化の影響度合いによって臨時に

行う。 

(3) 自己評価の組織と責任者 

最高責任者は、下記（４）項に記述する資格及び能力を有する者の中から、「主任

自己評価員（自己評価チームの代表責任者）」を任命する。 

又、主任自己評価員は下記（４）項に記述する資格・能力を有する者の中から「自

己評価員」を選任する。なお、最高責任者は、外部から相当資格及び能力を有す

る者を派遣自己評価員として要請することができる。主任自己評価員は、自己評

価実行に際し、「自己評価チーム｣を編成する。 

(4) 自己評価員の資格・能力 

主任自己評価員はＫＥＳ自己評価員養成、又はISO14001内部環境監査員養成の「２

日間コース」の修了者とし、自己評価員についてはＫＥＳ自己評価員養成１日コ

ース又は社内自己評価員研修を修了した者とする。 

(5) 自己評価の計画及び実行方法 

① 主任自己評価員は「自己評価年度計画書」を作成し、最高責任者の承認を得

る。 

② 主任自己評価員は、すべてのスケジュールを含めて、当該活動の中で、環境

上の重要性及び前回の自己評価結果をもとに作成した「自己評価年度計画書」

にもとづき、｢自己評価通知書｣を作成し、被評価部門に通知する。 

③ 自己評価チームは、評価の目的、範囲、被評価部門の環境に関する業務、適

用される法規制、前回の評価結果等を考慮した「自己評価チェックリスト」

を事前に作成し、自己評価を実行する。なお自己評価チーム編成に際しては、

被評価部門についての専門知識を有する者、被評価部門以外の者などを考慮

し、選定する。 

(6) 自己評価結果 

① 主任自己評価員は、評価実行後、被評価部門とのミーティングを行い、指摘

事項の確認を得たうえで「自己評価報告書」を作成し、環境管理責任者、最

高責任者に報告する。 

② 不適合事項がある場合は、被評価部門は修正処置（またはその計画）内容を



「自己評価報告書」に記述し、主任自己評価員に報告する。主任自己評価員

は、その修正内容の効果を検証し、承認する。 

③ 最高責任者は自己評価結果を一要素として環境マネジメントシステムの見直

しを行う。 

(7) 記録 

環境管理責任者は、実行した自己評価の記録の原紙を「3.5.4 項 記録」に従って

環境記録として保管する。 

 

 

3.6 最高責任者による評価 

最高責任者は、定期的に環境マネジメントシステムを見直す。これにより環境マネジメン

トシステムの継続的な適切性・妥当性・有効性を確実にする。この具体的な手続きを 3.6

項に示す。 

(1) 評価 

最高責任者は環境マネジメントシステムが、ＫＥＳのステップ２の要求事項に対

して、継続的に適切で、妥当で、かつ有効であることを確実にするため、定期的

に年１回（２月）評価を実行する。なお環境管理責任者は、最高責任者による評

価には、事前に評価に必要な下記資料を準備する。 

① 自己評価の結果 

② 法的及びその他の要求事項の順守評価結果 

③ 環境改善活動の進捗状況 

④ 法規制等行政や業界等周辺の動向 

⑤ 関連する利害関係者の関心事 

⑥ 前回の最高責任者の評価の結果 

⑦ その他最高責任者が必要と判断した情報 

(2) 評価結果の記録 

最高責任者は、評価結果に基づき環境宣言・環境改善目標・環境マネジメントシ

ステムのその他の活動に関してその変更する必要性を明確にして「最高責任者評

価記録」としてまとめ、環境管理責任者に配付するとともに、あらゆる決定及び

処置を指示する。 

(3) 改善と変更 

環境管理責任者は「最高責任者評価記録」に基づき、修正改善及び変更の処置を

とる。 

 

 

 

 



 
（
付
表
―

１
）
環
境
改

善
目
標
の
概

要
並
び

に
単

年
度

実
績

（
２

０
２

１
～

２
０

２
３

年
度

）
 

 
 

株
式
会
社

ヨ
シ
ダ
ヤ

 
 

 
制

定
日

：
２

０
２

１
年

５
月

 
１

日
 

 
 

 
 

 
 

 
改

訂
日

 
:
２

０
２

１
年

１
０

月
１

日
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
実

績
記

入
日

：
２

０
２

３
年

５
月

１
日

 

N
O

 
区

 
 

分
 

環
境

改
善
目
標

 

（
中
長
期
）

 

基
準
年
度

 
 

単
年

度
目
標

と
実

績
 

基
準
年
度
実
績

20
21

年
度

 
20

22
年

度
 

20
23

年
度

 

1 
 

環
境

商
材

の
販

売
 

促
進

 

複
合

機
の
販

売
台
数
を

20
20

年
度

比
同

率
 

20
20

年
度

 
目
標

基
準
年
度
比
 
同
率

 
基
準
年
度
比
 
同
率

 
基
準
年
度
比
 
同
率

 

62
台

 
実
績

92
台

 
60

台
 

 

2 
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
 

社
用

車
(販

売
部

)の
走

行
距

離
１

km
当
た

り
の

C
O

2
排
出
量

20
19

年
度

比
年
間
で

1％
削
減
す
る

 

20
19

年
度

 
目
標

基
準
年
度
比
 

1％
削
減

 
基
準
年
度
比
 

1％
削
減

 
基
準
年
度
比
 

1％
削
減

 

0.
12

8 
K

g-
co

2/
km

 
実
績

0.
12

6 
K

g-
co

2/
km

 
0.

12
4 

K
g-

co
2/

km
 

 

 

 
省

エ
ネ

ル
ギ

ー
 

 

社
用

車
(販

売
部

)の
走

行
距

離
１

km
当
た

り
の

C
O

2
排
出
量

20
21

年
度

比
年
間
で

1％
削
減
す
る

 

20
21

年
度

 
目
標

 
 

基
準
年
度
比
 

1％
削
減

 

0.
12

8 
K

g-
co

2/
km

 
実
績

 

3 
労

働
生

産
性

 

労
働

生
産
性

の
向
上

 
毎

月
の

労
働

時
間
を

20
21

年
度
実

績
 1

カ
月
（

1
日
平
均
）
１
％
削
減

す
る

 

20
21

年
度

 
目
標

基
準
年
度
比
 

1％
削
減

 
基
準
年
度
比
 

1％
削
減

 
基
準
年
度
比
 

1％
削
減

 

57
時
間

 
実
績

53
.6

時
間

 
50

時
間

 
 

4 
啓

発
活

動
 

環
境

整
備
活

動
（

1
回
／
月
）
を
実

施
す

る
 

20
20

年
度

 
目
標

 
12

回
（

月
1
回
）

 
12

回
（

月
1
回

）
 

12
回
（

月
1
回

）
 

12
回

 
実
績

12
回
 
 
 
 

 
12

回
 

 

5 
緑

化
活

動
 

プ
ラ

ン
タ
ー

を
使
用
し

 

春
、

秋
に
咲

く
植
物
を
育
て
る

 

20
20

年
度

 
目
標

春
、
秋

 
春
、
秋

 
 
春
、
秋

 

2
回

 
実
績

2
回

 
2
回

 
 

省
エ

ネ
ル

ギ
ー
 
基
準

年
度
を

20
21

年
度
に

変
更

 

承
 
認

 
作
 
成

 

吉
田

 
山
崎

 



(付
表

-
2
)

（
2
0
2
3
年

5
月

1
日

～
2
0
2
4
年

４
月

3
0
日

）

2
0
2
3
年

度
  
株

式
会

社
ヨ

シ
ダ

ヤ
　

制
　

定
　

日
 ：

 2
0
2
1
年

 ４
月

 1
日

　
　

承
認

作
成

吉
田

山
崎

環
境

改
善

目
標

具
体

的
方

策
５

月
６

月
７

月
８

月
９

月
１

０
月

１
１

月
１

２
月

１
月

２
月

３
月

４
月

実
行

責
任

者

1
.環

境
商

材
の

販
売

促
進

目
標

値
  

複
合

機
の

販
売

台
数

を
同

上
累

計
値

 

2
0
2
0
年

度
比

同
率

実
績

値
横

井

（
単

位
：
台

）
同

上
累

計
値

 
（
販

売
部

）

達
成

率
（
％

）
 

（
月

曜
日

打
ち

合
わ

せ
で

進
捗

確
認

）
評

価

2
.省

エ
ネ

ル
ギ

ー
2
-
1
エ

コ
運

転
講

習
を

実
施

す
る

目
標

値
0
.1

2
1

0
.1

3
7

0
.1

3
2

0
.1

4
1

0
.1

3
1

0
.1

2
5

0
.1

1
9

0
.1

2
4

0
.1

3
4

0
.1

3
0

0
.1

2
5

0
.1

2
3

社
用

車
(販

売
部

)の
走

行
距

2
-
2
エ

ア
コ

ン
控

え
る

日
を

設
同

上
累

計
値

 
0
.1

2
0

0
.1

3
6

0
.1

3
1

0
.1

4
0

0
.1

3
0

0
.1

2
4

0
.1

1
8

0
.1

2
3

0
.1

3
3

0
.1

2
9

0
.1

2
4

0
.1

2
2

離
1
km

当
た

り
の

C
O

2
排

出
量

け
る

実
績

値
泉

を
2
0
2
1
年

度
比

年
間

で
1
％

同
上

累
計

値
 

(販
売

部
)

削
減

す
る

(単
位

:k
g-

C
O

2
/
km

)
達

成
率

（
％

）

(エ
コ

運
転

講
習

を
実

施
す

る
)

評
価

3
.労

働
生

産
性

目
標

値
5
7

5
7

5
7

5
7

5
7

5
7

5
7

5
7

5
7

5
7

5
7

5
7

労
働

生
産

性
の

向
上

同
上

累
計

値
 

5
7

1
1
4

1
7
1

2
2
8

2
8
5

3
4
2

3
9
9

4
5
6

5
1
3

5
7
0

6
2
7

6
8
4

毎
月

の
労

働
時

間
を

2
0
2
1
年

実
績

値
葛

城

度
実

績
1
カ

月
（
1
日

平
均

）
同

上
累

計
値

 
（
販

売
部

）

１
％

削
減

す
る

（
単

位
：
時

間
）

達
成

率
（
％

）
(進

捗
状

況
の

掲
示

)
評

価

4
.啓

発
活

動
4
-
1
事

務
所

周
辺

の
清

掃
活

動
目

標
値

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

環
境

整
備

活
動

4
-
2
事

務
所

周
辺

の
草

取
り

同
上

累
計

値
 

1
2

3
4

5
6

7
8

9
1
0

1
1

1
2

１
回

/
月

4
-
3
溝

そ
う

じ
実

績
値

高
木

（
単

位
：
回

）
4
-
4
第

三
土

曜
日

に
行

う
同

上
累

計
値

 
(総

務
部

）

達
成

率
（
％

）

（
事

務
所

周
辺

の
清

掃
活

動
他

）
評

価

5
.緑

化
活

動
5
-
1
年

間
活

動
計

画
を

立
て

る
目

標
値

〇
〇

プ
ラ

ン
タ

ー
を

使
用

し
同

上
累

計
値

 
1

2
春

、
秋

に
咲

く
植

物
を

実
績

値
谷

口

育
て

る
同

上
累

計
値

 
（
全

社
）

（
単

位
：
回

）
達

成
率

（
％

）

(年
間

の
活

動
計

画
を

立
て

る
他

）
評

価

総
合

適
合

性
評

価

不
適

合
の

内
容

修
正

対
策

適
合

性
評

価
：
達

成
度

 A
良

好
（
1
0
0
％

以
上

達
成

)、
B

や
や

不
足

（
9
0
％

以
上

1
0
0
％

未
満

を
達

成
）
、

C
（
不

適
合

9
0
％

未
満

）

総
合

適
合

性
評

価
は

一
番

悪
い

も
の

の
評

価
を

記
入

す
る

。

注
：
C

「
不

適
合

」
と

判
定

さ
れ

た
場

合
、

す
み

や
か

に
原

因
を

調
査

し
、

修
正

処
置

を
講

ず
る

。
　

Ｂ
「
や

や
不

足
」
が

２
ヶ

月
連

続
し

た
場

合
は

予
防

処
置

を
講

ず
る

。

1
-
1
月

曜
日

の
打

ち
合

わ
せ

で
進

捗
確

認
1
6

1
1

1
3

環
境

改
善

計
画

書
兼

進
捗

管
理

書
総

括
表

  
  
  
 実

績
記

入
日

：
  
 年

  
 月

  
日

　
　

　
　

2
2

1
6

2
7

4
0

6
2

3
-
1
進

捗
の

状
況

を
営

業
室

に
掲

示
を

す
る

5
-
2
活

動
計

画
に

基
づ

き
第

3
土

曜
日

に
活

動
す

る

環
境

管
理

責
任

者
の

確
認

評
価

最
高

責
任

者
の

評
価

コ
メ

ン
ト
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
（
３

ヶ
月

ご
と

に
行

う
）



改訂履歴表
版数 日　　付 変　更　箇　所・内　容・理　由 承認 作成
初版 2015/4/1 制定 吉田 山崎
２版 2015/10/1 目次　右上に頁を記載 吉田 山口

目次　1.1会社概要　頁３→頁２に修正 吉田 山口
目次　3.4.7緊急事態への準備と対応　頁17→頁16に変更 吉田 山口
目次　3.5.2順守評価　頁18→頁19に変更 吉田 山口
目次　3.5.4記録　頁20→頁21に変更 吉田 山口
目次　3.5.5自己評価　頁21→頁22に変更 吉田 山口
目次　3.6最高責任者による評価　頁22→頁23に変更 吉田 山口
目次　付表－１　頁24を記載 吉田 山口
目次　付表－２　頁25を記載 吉田 山口
目次　改定履歴表→改訂履歴表に修正 吉田 山口
目次　改訂履歴表　頁26を記載 吉田 山口
頁３　1.2　⑤　配布→配付に修正 吉田 山口
頁３　２.制定の目的（1）　環境マネジメントを包括的に→環境マネジメントシステムを包括的に　に修正 吉田 山口
頁３　３.ＫＥＳ・環境マネジメントシステム要求事項　１行目　販売活動・製品及びサービス→活動・製品及
びサービス　に変更

吉田 山口

頁３　３.ＫＥＳ・環境マネジメントシステム要求事項　３行目　ＫＥＳステップ２→ＫＥＳのステップ２　に修正 吉田 山口
頁３　3.1　　販売活動・製品及びサービス→活動・製品及びサービス　に変更 吉田 山口

頁３　3.1当社の敷地内に常駐する委託業者には適用しないが、当社に常駐している委託業者の社員に
は当社の従業員に準じた環境教育・周知・活動を実行要請する。（但し、現在は常駐する委託業者は存
在しない。）を追記

吉田 山口

頁３　3.2　　販売活動・製品及びサービス→活動・製品及びサービス　に変更 吉田 山口
頁４　環境宣言　方針　２行目　環境影響を低減→環境影響を改善　に修正 吉田 山口
頁４　環境宣言　方針　1.　販売活動・製品及びサービス→活動・製品及びサービス　に変更 吉田 山口
頁４　環境宣言　方針　2.　販売活動・製品及びサービス→活動・製品及びサービス　に変更 吉田 山口
頁４　環境宣言　方針　3.　販売活動・製品及びサービス→活動・製品及びサービス　に変更 吉田 山口
頁４　環境宣言　下段　上記の方針達成のために、目標を→上記の方針達成のために、環境改善目標を
に変更

吉田 山口

頁５　3.3.1　１行目　販売活動・製品及びサービス→活動・製品及びサービス　に変更 吉田 山口
頁５　3.3.1　（1）　①　販売活動・製品及びサービス→活動・製品及びサービス　に変更 吉田 山口
頁５　【表－１】　ＩＮＰＵＴの欄　電気※の※を削除 吉田 山口
頁５　【表－１】　グリーン調達の欄　エコ商品購入※の※を削除 吉田 山口
頁６　3.3.2　１行目　販売活動・製品及びサービス→活動・製品及びサービス　に変更 吉田 山口
頁６　3.3.2　（1）　販売活動・製品及びサービス→活動・製品及びサービス　に変更 吉田 山口
頁６　3.3.2　（3）　全従業員に配布→全従業員に配付　に変更 吉田 山口
頁６　【表－２】廃棄物処理法の欄　事業系一廃→一般廃棄物　に変更 吉田 山口
頁７　3.3.3　（1）　①　Ａ） Ｂ） Ｃ） Ｄ） Ｅ）→ a) b) c) d) e)に変更 吉田 山口
頁７　3.3.3（１）②設定した環境改善目標の→中長期の　を追記 吉田 山口
頁７　【表－３】考慮事項欄の記号を大文字から小文字に変更 吉田 山口
頁７　【表－３】の下　環境改善目標の概要並びに単年度実績を(付表－１）に示す。　を記載 吉田 山口
頁８　③の後ろ　環境改善目標の見直し　追記 吉田 山口
頁８　③　Ａ） Ｂ） Ｃ） Ｄ）→ a) b) c) d)　に変更 吉田 山口
頁８　③　d) 「法的及びその他の要求事項の概要」→ 「法的及びその他の要求事項」　に修正 吉田 山口
頁８　（2）　Ａ） Ｂ） Ｃ）→ a) b) c)　に変更 吉田 山口
頁８　（2）　１行目　環境改善目標を→当年度の環境改善目標を　に修正 吉田 山口
頁８　（2）　①　設定した環境改善計画書は→環境改善計画は　に修正 吉田 山口
頁８　（２）②個別の目標は、→個別の目標及び具体的施策は、　に修正 吉田 山口
頁８　（2）　③　Ａ） Ｂ） Ｃ） Ｄ） Ｅ）→ a) b) c) d) e)に変更 吉田 山口
頁８　（2）　③　c)　販売活動・製品及びサービス→活動・製品及びサービス　に変更 吉田 山口
頁９　【図－1】　評価員→自己評価員　に変更 吉田 山口
頁10　【表－4】　環境管理責任者③　環境改善目標及び計画の立案→環境改善目標及び計画の立案と
実行　に修正

吉田 山口

頁10　【表－4】　環境委員長⑫　緊急事態体制の特定、見直し→緊急事態体制の特定、訓練・見直し 吉田 山口
頁10　【表－4】　自己評価チーム　⑤自己評価員の養成研修の実行　追加 吉田 山口
頁11　3.4.2　2行目　訓練内容の計画を立案し実行する。　の後　　特に著しい環境影響項目における業
務に係わる従業員に対しては適切な教育・訓練を実行する。なお、「著しい環境影響項目に係わる業務」
とは、環境影響評価の結果著しい環境影響項目と判定し登録された環境影響項目に係わる作業を指

吉田 山口

頁13【表－6】【表－7】仕入先からの情報にカッコ書きを追記 吉田 山口
頁13　3.4.3（1）③ その他上司からの指示・他部門への要望・会議の内容等全体的な事項は、環境委員
会で環境管理責任者から連絡する。　を追記

吉田 山口

頁15　【表－8】　主要な全社規程類等→主要な全社規定類等　に修正 吉田 山口
頁15　（1）　文書の発行・配布→文書の発行・配付　に修正 吉田 山口
頁15　（2）①　新規規定と同様→新規制定と同様　に修正 吉田 山口
頁15　（2）②　文書の改定内容は、規程類末尾の→文書の改訂内容は、規定類末尾の　に修正 吉田 山口
頁16　3.4.6　③構内常駐の社外業者がある時は活動の伝達を行う。（現在は該当なし）　を追記 吉田 山口
頁16　【表－9】運用管理業務、実行責任者及び管理内容の概要→運用管理業務、実行部門及び管理
内容の概要　に修正

吉田 山口

頁16　【表－9】　№1の欄　事業系一般廃棄物の分別→一般廃棄物の分別　に変更 吉田 山口
頁17　3.4.7　（3）定期的なテスト及び教育・訓練の実行
事故及び緊急事態の事前・事後の対処に関しては、定期的に実行可能な範囲でテストし、対応に関する教育・訓
練を実行すると共に記録を保管する。　を追加

吉田 山口

頁17　3.4.7　(4) 緊急事態発生後の対応
実際の緊急事態発生やテストの後、対策が効果的であるか否かを確認し、必要があれば改善する。　を

吉田 山口

頁17　【図－3】　一番下に　管理システム・規定・教育・訓練方法の見直し　の枠を追加し、上の枠と線で
つなげる

吉田 山口

Ｍ－２ 改訂履歴表　[保管期間：５年]



版数 日　　付 変　更　箇　所・内　容・理　由 承認 作成
頁17　【図－3】　一番下に追加した、　管理システム・規定・教育・訓練方法の見直し　の枠の右に、　担
当：環境委員会　を追加

吉田 山口

頁18　3.5.1　（1）確認→（1）確認と測定　に修正 吉田 山口
頁18　3.5.1　（2）確認の記録→（2）確認と測定の記録　に修正 吉田 山口
頁18　3.5.1　（3）確認の判定→（3）確認と測定の判定　に修正 吉田 山口
頁18　3.5.1　(4) 測定器の管理・校正　　確認・測定の対象となる計測器を「環境計測機一覧表」にまと
め、校正を行う。なお、その際のプロセスの記録については、「3.5.4項　記録」にもとづき管理する。（但し
現状の活動では計測器は使用しない為、管理・校正は必要としない。）　を追記

吉田 山口

頁18　【表－11】　№1の欄　産業廃棄物処理実績→一般廃棄物処理実績　に修正 吉田 山口
頁19　3.5.3　（1）　②　実績値が目標値の90％を→単月の実績値が単月の目標値の90％を　に修正 吉田 山口
頁21　【表－12】　③環境改善計画書の進捗管理書　→　③ 環境改善目標の概要並びに単年度実績
環境改善計画書兼進捗管理書総括表　環境改善進捗管理書（5枚）　に変更

吉田 山口

頁22　3.5.5　（1）　販売活動・製品及びサービス→活動・製品及びサービス　に変更 吉田 山口
頁22　3.5.5　（5）　③ 自己評価チームは、評価の目的、範囲、被評価部門環境に関する業務、適用され
る法規制、前回の評価結果等を考慮した「自己評価チェックリスト」を事前に作成し、自己評価を実行す
る。なお自己評価チーム編成に際しては、被評価部門についての専門知識を有する者、被評価部門以
外の者などを考慮し、選定する。　に変更

吉田 山口

頁23　3.6　（2）　環境管理責任者に配布するとともに→環境管理責任者に配付するとともに　に修正 吉田 山口
頁24　（付表－1）　頁なし→頁24　を記載 吉田 山口
頁25　付表－2→（付表－2） 吉田 山口
頁25　（付表－2）　頁なし→頁25　を記載 吉田 山口
頁25　（付表－2）　単位の記載なし→（件）、（％）、（㎞/ℓ）等　単位の記載 吉田 山口
頁25　（付表－2）目標累計、実績累計を追加 吉田 山口
頁25　（付表－2）環境改善目標の分類を追記 吉田 山口
頁25　（付表－2）具体的方策を追記 吉田 山口
頁25　（付表－2）　表の下　適合性評価基準　を記載 吉田 山口
頁25　（付表－2）　制定日：2015年4月→2015年4月1日　に修正 吉田 山口
頁25　（付表－2）　実績記入日：　　年　月　日　を追記 吉田 山口
頁26～　改訂履歴表　頁なし→頁26～　を記載 吉田 山口

３版 2016/5/1 表紙　第２版→第３版に変更 吉田 山口
頁2　2015年　KESステップ２登録を追加 吉田 山口
頁７　【表－3】№2　3年間で3％向上→3年間で1.5％向上 吉田 山口
頁24 （付表－1）№2　環境改善目標のところ、2014年度比3年間で3％向上する→3年間で1.5％向上する 吉田 山口
頁24 （付表－1）№2　2016年度　基準年度比2％向上→基準年度比1％向上 吉田 山口
頁２４　（付表－1）№2　2017年度　基準年度比3％向上→基準年度比1.5％向上 吉田 山口
頁24　（付表－1）に2015年度実績を記入 吉田 山口
頁25　（付表－２）を2016年度版に差し替え 吉田 山口

４版 2017/5/1 表紙　第３版→第４版に変更 吉田 山口
頁6　【表－2】の地方条例の欄に高島市未来へ誇れる環境保全条例を追加 吉田 山口
頁16　【表－9】№4の管理内容の欄に一般廃棄物の分別、保管、廃棄の管理と自社作成販促チラシの管
理を追加

吉田 山口

頁17　【図－3】に官公庁、地域社会への連絡を追加 吉田 山口
頁19　【表－11】№4の確認と測定項目、頻度の欄に一般廃棄物処理実績、1回/年と自社作成販促チラ
シの廃棄枚数の管理、1回/月を追加

吉田 山口

頁24　（付表－1）に2016年度実績を記入 吉田 山口
頁25　（付表－２）を2017年度版に差し替え 吉田 山口
その他、誤記修正 吉田 山口

５版 2018/5/1 表紙　第４版→第５版に変更 吉田 山口
頁1　目次　（付表―１）の欄（2015～17年度）→（2018～20年度）に変更 吉田 山口
頁4　環境宣言変更 吉田 山口
頁5　【表－1】自動車燃料の主な設備・装置・物質等の欄に安全管理を追加 吉田 山口
頁5　【表－1】一般廃棄物の主な設備・装置・物質等の欄の紙ごみ削除 吉田 山口
頁5　【表－1】一般廃棄物の主な設備・装置・物質等の欄にミスプリント追加 吉田 山口
頁5　【表－1】に販売促進の欄を追加 吉田 山口
頁5　【表－1】のグリーン調達の欄を削除 吉田 山口
頁5　【表－1】の啓発活動のエコ商品の販売の欄を削除 吉田 山口
頁5　【表－1】に緑化運動の欄を追加 吉田 山口
頁6　【表－2】のリサイクルの欄に小型家電リサイクル法の欄を追加 吉田 山口
頁7　3.3.3（1）ｃ）に、環境保護には、持続可能な資源の利用、気候変動の緩和及び気候変動への適応
並びに生物多様性及び生態系の保護などを含む　を追記

吉田 山口

　 頁7　【表－3】2015～2017年度→2018～2020年度の表に差替え 吉田 山口
頁16　【表－9】改善目標関連の欄、2018～2020年度の目標に変更 吉田 山口
頁19　【表－11】改善目標関連の欄、2018～2020年度の目標に変更 吉田 山口
頁24　（付表－1）を2018～2020年度版に差し替え 吉田 山口
頁25　（付表－２）を2018年度版に差し替え 吉田 山口
その他、誤記修正 吉田 山口

2018/10/20 頁7　【表－3】№3　2018年度実績　収集中→109枚に変更 吉田 山口
６版 2019/5/1 表紙　第５版→第６版に変更 吉田 山口

頁6　【表－2】廃棄物のフロン排出抑制法の欄の要求事項に簡易点検の実施を追加 吉田 山口
頁7　【表－3】「環境改善目標の概要」→「環境改善目標の計画書」に変更 吉田 山口
頁7　【表－3】№2　3年間で2％向上→2.5％向上に変更 吉田 山口
頁7　【表－3】№3　2018年度実績　109枚→74枚に変更 吉田 山口
頁8　（2）当年度の環境改善目標を達成するために、環境改善計画を作成し～の「環境改善計画」のうし
ろに（付表-1、付表-2）を追記

吉田 山口

頁13　3.4.3(1)②に、ｆ)当社社員からの情報を追記 吉田 山口
頁15　3.4.5(2)①文書の見直しは年１回（３月）→（５月）に変更 吉田 山口
頁18　3.5.1　(3)　が評価確認する。→が適合性を検証し、評価し、記録する。に変更 吉田 山口

Ｍ－２ 改訂履歴表　[保管期間：５年]



版数 日　　付 変　更　箇　所・内　容・理　由 承認 作成
頁21　【表-12】②法的及びその他の要求事項の順守評価の記録→法的及びその他の要求事項を順守
していることを示す記録に変更

吉田 山口

頁24　(付表-1)　2018年度実績を記入 吉田 山口
頁24  (付表-1） 2019年度版に差し替え 吉田 山口
頁25　(付表-2)　2019年度版に差し替え 吉田 山口
その他、誤記修正 吉田 山口

7版 2020/5/1 表紙 第６版→第７版に変更 吉田 山崎
頁2 まえがき　修正、追加 吉田 山崎
頁７ 【表-3】№1 3年間で3％向上→3年間で1％向上に変更 吉田 山崎
頁７ 【表-3】№3 3年間で3％削減→10％削減に変更 吉田 山崎
頁7 【表-3】№3 2018年度実績記入　74枚→885枚 吉田 山崎
頁16 【表-9】環境法規制関連 №2フロン排出抑制法 管理内容に簡易点検の実施を追記 吉田 山崎
頁17 【図-3】緊急事態発生時の対応手順の削除 吉田 山崎
頁18 【表-11】環境法規関連 №２フロン排出抑制法 確認と測定項目に簡易点検の結果を追記 吉田 山崎
頁23 【付表-1】2020年度版に差し替え 吉田 山崎
頁24 【付表-2】2020年度版に差し替え 吉田 山崎
その他、誤記修正 吉田 山崎

８版 2021/5/1 表紙　第7版→第8版に変更 吉田 山崎
頁1　目次　（付表―１）の欄（2018～20年度）→（2021～2023年度）に変更 吉田 山崎
頁4　環境宣言変更 吉田 山崎
頁6　【表-1】　著しい環境影響項目及び重要環境活動項目の欄に労働生産性向上を追加 吉田 山崎
頁6　【表-1】　主な設備・装置・物質等の欄にノー残業デーを追加 吉田 山崎
頁8  【表－3】2018～2020年度→2021～2023年度の表に差替え 吉田 山崎
頁17　【表-9】改善目標関連の欄、2021～2023年度の目標に変更 吉田 山崎
頁17　3.4.7緊急事態への準備と対応　(2)緊急事態発生時の対応手順
緊急事態対応マニュアルに従う→緊急事態対応（訓練）マニュアル 吉田 山崎
（2016年2月20日版）に従うに変更
頁19　【表－11】改善目標関連の欄、2021～2023年度の目標に変更 吉田 山崎
頁24　(付表-1)　を2021～2023年度版に差し替え 吉田 山崎
頁25　(付表-2)を2021年度版に差し替え 吉田 山崎
その他、誤記修正 吉田 山崎

９版 2022/5/1 表紙　第8版→第9版に変更 吉田 山崎
頁5 環境宣言　5.おおつ環境フォーラムをKES環境機構に変更 吉田 山崎
頁6 【表-1】著しい環境影響項目及び重要環境活動項目のOUTPUT欄に通信を追加 吉田 山崎
頁6 【表-1】主な設備・装置・物質等のOUTPUT欄にメール、FAX、電話を追加 吉田 山崎
頁6 【表-1】工程の欄に啓発活動、緑化活動、環境教育、労働生産性向上を追加 吉田 山崎
頁7 【表-2】地方条例の欄に高島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を追加 同じく要求事項、環境
影響項目、管理部門を追加

吉田 山崎

頁8 3.3.3環境改善目標及び改善計画(1)環境改善目標①環境改善目標の設定の項目を追加→(f)組織
の経営課題や他の事業の進め方、活動、製品およびサービスの影響が及ぶ範囲

吉田 山崎

頁8 【表-3】(1)①の考慮事項の変更 吉田 山崎
頁8 【表-3】2省エネルギーの中長期環境改善目標を走行距離1㎞当たりのCO２排出量を2019年度比1%
削減する　単位/kg-CO2/kmに変更

吉田 山崎

頁8 【表-3】２省エネルギーの基準年度実績を2019年度実績0.128に変更 吉田 山崎
頁8 【表-3】3労働生産性の中長期目標を労働時間を2021年度実績1ヵ月（1日平均）1%削減するに変更 吉田 山崎
頁8 【表-3】3労働生産性の基準年度実績　データ収集中を57時間に変更 吉田 山崎
頁10 【図-1】環境マネジメント組織図の自己評価チームに名前を追加 吉田 山崎
頁19 【表-11】改善目標関連の、6省エネルギー管理の確認と測定項目を走行距離実績、燃料使用実績
に変更、7労働生産性向上の確認と測定項目を実労働時間の管理に変更

吉田 山崎

頁24　(付表-1) 2021年度実績を記入 吉田 山崎
頁24　(付表-1)を2022年度版に差し替え 吉田 山崎
頁25　(付表-2)を2022年度版に差し替え 吉田 山崎
その他、誤記修正 吉田 山﨑

10版 2023/5/1 表紙　第9版→第10版にへ変更 吉田 山﨑
沿革 2022年 草津支店を「大津サテライトオフィス」に名称変更し大津市に移転を追加 吉田 山﨑
頁5 環境宣言5.KES環境機構のパートナーシップに基づく地域の環境改善活動に積極的に参加します 吉田 山﨑
を地元の地域・行政・各種団体の環境改善活動に積極的に参加します。に変更 吉田 山﨑
頁6 【表-1】著しい環境影響項目及び重要環境活動項目の欄の啓発活動を削除、環境整備活動に変更 吉田 山﨑
頁6 【表-1】著しい環境影響項目及び重要環境活動項目の欄の緑化活動を削除、職場の緑化活動に変 吉田 山﨑
頁6 【表-1】工程の欄の環境教育の行の著しい環境影響項目及び重要環境活動項目をエコドライブ教
育、車両管理に変更、主な設備・装置・物質等を自動車、SDGｓに変更

吉田 山﨑

頁6 【表-1】工程の欄の労働生産性向上を業務効率化に変更 吉田 山﨑
頁8 【表-3】２省エネルギーの欄の中長期環境改善目標を走行距離1km当たりのCO2排出量を2019年度
比1％削減する  単位Kg-CO2/kmを走行距離1km当たりのCO2排出量を2021年度比1％削減する
単位Kg-CO2/kmに変更

吉田 山﨑

頁8 【表-3】２省エネルギーの欄の基準年度実績2021年度実績0.128に変更 吉田 山﨑
頁13【表-5 】教育訓練の欄に専門教育の行を追加 吉田 山﨑
頁17 【表-10】緊急事態の想定表に　２社用車の行を追加 吉田 山﨑
頁17緊急事態発生時の対応手順について、緊急事態対応訓練マニュアル(2016年2月20版）を(2023年5
月1日版)に改訂

吉田 山崎

頁20 ②環境改善計画に係わる不適合　環境改善計画の進捗状況において、単月の実績値が単月の目
標値の目標値の90％を満足しない場合は「不適合」とし、すみやかに原因を調査し、修正処置を講ずる。
90％以上100％未満の「やや不足」が2ヶ月連続した場合は、予防処置を講ずる。を 吉田 山﨑
 ②環境改善計画に係わる不適合　環境改善計画の進捗状況において、期間の実績値が期間の目標値
の目標値の90％を満足しない場合は「不適合」とし、すみやかに原因を調査し、修正処置を講ずる。
90％以上100％未満の「やや不足」が2ヶ月連続した場合は、予防処置を講ずる。に変更

Ｍ－２ 改訂履歴表　[保管期間：５年]



版数 日　　付 変　更　箇　所・内　容・理　由 承認 作成
頁24　(付表-1)2022年度実績を記入 吉田 山﨑
頁24　(付表-1)を2023年度版に差し替え 吉田 山﨑
頁25　(付表-2)を2023年度版に差し替え 吉田 山﨑
その他、誤記修正 吉田 山﨑

Ｍ－２ 改訂履歴表　[保管期間：５年]


